
 

議案第３６号 

 

渋谷区監査委員条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年６月３日 

渋谷区長  長 谷 部  健 

 

 

渋谷区監査委員条例の一部を改正する条例 

渋谷区監査委員条例（昭和３９年渋谷区条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３項」に改める。 

  

附 則 

 この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 

 

 

（説明） 

地方自治法の改正に伴い、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出す

る。 


